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この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，社団法人日本画像医療システム工業会(JIRA)
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日本工業規格          JIS 
 Z 4120：2008 
 (IEC 60336：2005) 

診断用Ｘ線管装置－焦点特性 
Medical electrical equipment－X-ray tube assemblies for medical diagnosis－ 

Characteristics of focal spots 
 

序文 

この規格は，2005 年に第 4 版として発行された IEC 60336 を基に，技術的内容及び対応国際規格の構成

を変更することなく作成した日本工業規格である。この規格で太字にした用語は，箇条 3 で定義した用語

である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

 

1 適用範囲 

この規格は，200 kV 以下の管電圧で使用する医療診断用 X 線管装置の焦点特性に適用する。 

この規格は，焦点特性の測定方法及び適合性の表明方法を示す。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

IEC 60336:2005，Medical electrical equipment－X-ray tube assemblies for medical diagnosis－

Characteristics of focal spots (IDT) 

なお，対応の程度を表す記号(IDT)は，ISO/IEC Guide 21 に基づき，一致していることを示す。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その後の改正版（追補を含む。）

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は，その 新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS Z 4004 医用放射線機器図記号 

注記 対応国際規格：IEC 60417:2002，Graphical symbols for use on equipment (MOD) 

JIS Z 4005 医用放射線用語 

注記 対応国際規格：IEC 60788:1984，Medical radiology－Terminology (MOD) 

IEC 60613:1989, Electrical, thermal and loading characteristics of rotating anode X-ray tubes for medical 

diagnosis 

 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，JIS Z 4005 によるほか，次による。 
3.1 
スターパターン解像度(STAR PATTERN RESOLUTION LIMIT) 

焦点の特性を示し，規定の測定条件の下で解像可能な 大空間周波数。 


